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（１）ゼロカーボンシティに向けた取組状況について
（1）-1_地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定

に関する環境配慮基準について

第２回 せたな町ゼロカーボン推進協議会

2024年１２月１１日

資料４



１．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について

2

せたな町の促進区域設定と、北海道が策定した環境配慮基準の関係について

前回６月の協議会にて、せたな町にて策定した実行計画（区域施策編）における「陸上
風力発電・太陽光発電の促進区域の考え方」と、北海道にて策定した「設定に関する環境配
慮基準（素案）」の考え方に大きく異なる部分があり、意見募集（パブリックコメント）の機会
に、せたな町として北海道庁へ意見を提出したことをご報告しました。
≪意見の内容≫
・せたな町では、R3～4年度に実施した、再生可能エネルギー推進協議会にて策定した
ゾーニングマップの「エリア」と「環境配慮事項」をふまえて、促進区域を設定。
・道の環境配慮基準（素案）で示された「促進区域に含めることが適切でない区域」には、
町として促進区域に含めている区域（保安林及び地域森林計画民有林、他）が該当
・町の陸上風力の促進区域の8割が減少してしまい目標達成が困難になることから、道の
区域設定の基準を「適切でない」から「考慮すべき」区域への見直しを求めた。

その後、北海道庁での検討が進められ、素案時の北海道環境審議会からの答申を尊重し
つつ、パブリックコメント時の市町村などの意見を踏まえ、法の趣旨に沿って地域脱炭素化促進
事業制度の活用が進められるよう国に確認しながら一部措置を追記し、道基準を策定・公表。

結果：せたな町の地域実情をふまえた「促進区域」が尊重されることとなりました。

本日皆様にご確認頂きたい事項



２．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （環境省の制度に関する紹介）

地域共生型再エネの導入について～地域脱炭素化促進事業制度について～
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（2024年11月28-29日北海道内自治体向け説明会「環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室様」説明分）
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町として、国の委員会や説明会へ出席し、
・町の再エネ導入推進に関する取り組み
・制度運用上の課題認識および要望など
に関する情報提供を継続的に実施
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３．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （北海道による対応）

引用：地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準に係る説明会
（2024年11月28-29日北海道経済部ゼロカーボン推進局様）

出典：北海道庁経済部ゼロカーボン推進局Webサイト
（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/176830.html）

北海道による公表までの経過について

前
回
協
議
会

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/zcs/176830.html


３．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （北海道の基準の考え方）

北海道の位置づけについて
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（2024年11月28-29日北海道内自治体向け説明会「北海道経済部ゼロカーボン推進局様」発表分）
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（１）保安林と、地域森林計画対象森林

提出意見

太陽光以外の再エネ発電施設に関する基準においては保安林及び地域森林計画対象森林について、促進区域から
除外せずに考慮対象事項とすべきと考える。なお、太陽光発電施設については、風力発電施設に比べて発電量は小さい
が利用面積が大きくなるので、素案どおりで良いと考えている。

理 由

保安林は森林法で既に強く規制されており、同法に基づく保安林の指定の解除の規定があり、地域森林計画対象森
林についても、森林法において開発行為の許可申請等にて定めていることから、当該箇所で陸上風力発電施設の脱炭
素化促進事業を進めることができるのか否かは、森林法に基づく手続の中で判断されるべきと考えられる。なお、せたな町で
は昨年の１１月に施行したせたな町地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）で設定している地域脱
炭素化促進事業に関する促進区域を設定しているが、保安林と地域森林計画対象森林を一律で除外区域と設定され
た場合、せたな町で設定した陸上風力発電事業に係る促進区域の約８割が減少し、せたな町の地域脱炭素化促進事
業の目標達成が困難になる。
また、北海道全体で考えた場合では、この項目を一律で除外した場合約７割の面積が除外区域となるため、国や道の
再エネ導入の政策に大きな影響があると考えられる。特に陸上風力発電事業は基本的には住宅等から離れた場所でな
いと実施できず、実質北海道では促進区域で行う陸上風力発電の促進事業は実施できないと考えられ、地域の経済活
性化等の地方創生にはつながらない従前の再エネ事業が実施されることとなる。
それに加え、除外区域と公表された場合、地域住民からは当該区域での再エネ開発に反対のイメージを持ち、従前の再
エネ事業の妨げにもつながると考えられ、北海道全体で大きな影響がある項目については、一律で除外区域とするのでは
なく、考慮対象事項とし、特に環境保全が必要な区域については各種規制等で管理し、適切な場所で地域課題解決に
資する再エネ事業を進められるようにするべきだ。
なお、太陽光発電事業については、比較的住宅等に近いエリアでも実施できるほか、陸上風力発電事業に比べて必要
面積が大きいが発電量が小さいものであるので、素案どおり除外区域に設定しても問題ないと考えている。

道の「環境配慮基準（素案）」に対するせたな町意見と、道の考え方（意見への回答）は以下の通りです。

20

５．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （素案に対する町の意見と道の考え方について）
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（１）保安林と、地域森林計画対象森林

意見に対する道の考え方

促進区域に含まれることが適切でないと認められる区域は、北海道環境審議会における答申を踏まえ、北海道の自然
的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から策定したものです。なお、保安林などについては、
市町村が条例その他規定等に、再生可能エネルギー導入推進の観点から、再生可能エネルギー施設の設置に係る許認
可、届出、報告聴取などの手続に関する規定が定められている区域又は、法第22条第1項に規定されている地方公共
団体実行計画協議会において、再生可能エネルギーの導入についての合意形成が行われた区域を除く旨を追記します。
また、地域住民に誤解をあたえないよう、市町村が地域脱炭素化促進事業に関する促進区域を設定する際に適用する
ものであり、地域脱炭素化促進事業として行わない再生可能エネルギーに関する事業には適用されず、その事業を行う区
域を規制するものではない旨を明記します。

道の「環境配慮基準（素案）」に対するせたな町意見と、道の考え方（意見への回答）は以下の通りです。

５．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （素案に対する町の意見と道の考え方について）

意見を受けて案を修正して頂けた
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(２)植生自然度10 の区域

提出意見

促進区域からの除外ではなく、考慮対象事項とすべきと考える。

理 由

植生自然度は、群落の自然性がどの程度残されているかを示す一つの指標として導入されるもので自然度が高いほど重
要であることは認識するが、整備時期によっては指定範囲と実態の乖離が生じる事例があるとも認識している。そのため、
促進事業の実施の可否は、促進区域から一律で除外するのではなく、該当する可能性のある範囲での事業計画について
は、事業者が事業計画の中で直近の空中写真などを用いて実態を調査整理し、地域の住民等が参加する協議会等で
事業者と協議し判断を行うべきと考える。

意見に対する道の考え方

促進区域に含まれることが適切でないと認められる区域は、北海道環境審議会における答申を踏まえ、北海道の自然
的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から策定したものです。なお、植生自然度は、現状
の植生と環境省自然環境保全基礎調査（植生自然度調査）の結果が異なる可能性も考えられることから、地域で詳
細な現地調査による植生把握を行った上で、法第22条第1項に規定されている地方公共団体実行計画協議会におい
て、植生実態と植生自然度調査との乖離が生じていることについての合意形成が行われた区域を除くことができることとしま
す。

道の「環境配慮基準（素案）」に対するせたな町意見と、道の考え方（意見への回答）は以下の通りです。

５．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （素案に対する町の意見と道の考え方について）

意見を受けて案を修正して頂けた
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(３)国立公園及び国定公園の普通地域及びで植生自然度8・9・10の地域

提出意見

促進区域からの除外ではなく、考慮対象事項とすべきと考える。

理 由

国立公園の普通地域については、すでに国立公園普通地域内における措置命令等における処分基準により、風力発
電施設や太陽光発電施設の新築等についての基準が定めており、当該区域で地域脱炭素化促進事業が実施できるか
については、当該基準により判断するべきと考える。
また、前項で記載したとおり、植生自然度については、指定範囲と実態との乖離が生じている可能性があるため、実態調
査を行い個々で判断するべきと考える。

意見に対する道の考え方

促進区域に含まれることが適切でないと認められる区域は、北海道環境審議会における答申を踏まえ、北海道の自然
的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から策定したものです。なお、植生自然度は、現状
の植生と環境省自然環境保全基礎調査（植生自然度調査）の結果が異なる可能性も考えられることから、地域で詳
細な現地調査による植生把握を行った上で、法第22条第1項に規定されている地方公共団体実行計画協議会におい
て、植生実態と植生自然度調査との乖離が生じていることについての合意形成が行われた区域を除くことができることとしま
す。

道の「環境配慮基準（素案）」に対するせたな町意見と、道の考え方（意見への回答）は以下の通りです。

５．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （素案に対する町の意見と道の考え方について）

意見を受けて案を修正して頂けた
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(４)農用地区域内農地

提出意見

促進区域からの除外ではなく、考慮対象事項とすべきと考える。

理 由

農用地区域内農地については、再生可能エネルギー施設等で活用する際は、農地法及び農業振興地域の整備に関
する法律により許可申請の制度が既に設定されているため、促進区域から除外するのではなく、転用許可等の手続の中
で規制等が行われるべきと考える。また、当町では町の協議会内の意見を反映し農用地を太陽光発電の促進区域とはし
ていないが、農林水産省では、営農型太陽光発電の取り組みを推進し、農業者の経営改善や荒廃農地の有効活用に
より脱炭素に取り組んでいるため、農用地区域内農地を促進区域から除外するのではなく、市町村で判断できるように設
定するべきだと考える。

意見に対する道の考え方

促進区域に含まれることが適切でないと認められる区域は、北海道環境審議会における審議を踏まえ、北海道の自然
的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から策定したものであり、市町村においては、この基
準に基づき、促進区域を設定することとなります。なお、農用地区域内農地及び甲種農地の場合は、再エネ施設の設置
のために農地転用をすることができないと農地法で定められていますが、営農型太陽光発電については、農地法施行規則
及びガイドラインにより農地での取扱い(一時転用)が定められていることから、営農型太陽光発電施設を除く旨を追記しま
す。

道の「環境配慮基準（素案）」に対するせたな町意見と、道の考え方（意見への回答）は以下の通りです。

５．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （素案に対する町の意見と道の考え方について）

意見を受けて案を修正して頂けた
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(５)甲種農地

提出意見

促進区域からの除外ではなく、考慮対象事項とすべきと考える。

理 由

甲種農地については、せたな町内に該当があるわけではないが、農用地区域内農地と同様に、再生可能エネルギー施
設等で活用する際には、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律により許可申請の制度が既に設定されているた
め、当初から促進区域から除外するのではなく、転用許可等の手続の中で規制等が行われるべきと考える。
また、農林水産省では、営農型太陽光発電の取り組みを推進し、農業者の経営改善や荒廃農地の有効活用により脱
酸素に取り組んでいるため、甲種農地を促進区域から除外するという設定は国の方針にも反する内容になると考える。

意見に対する道の考え方

促進区域に含まれることが適切でないと認められる区域は、北海道環境審議会における審議を踏まえ、北海道の自然
的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から策定したものであり、市町村においては、この基
準に基づき、促進区域を設定することとなります。なお、農用地区域内農地及び甲種農地の場合は、再エネ施設の設置
のために農地転用をすることができないと農地法で定められていますが、営農型太陽光発電については、農地法施行規則
及びガイドラインにより農地での取扱い(一時転用)が定められていることから、営農型太陽光発電施設を除く旨を追記しま
す。

道の「環境配慮基準（素案）」に対するせたな町意見と、道の考え方（意見への回答）は以下の通りです。

５．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （素案に対する町の意見と道の考え方について）

意見を受けて案を修正して頂けた
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(６)海岸保全区域

提出意見

促進区域からの除外ではなく、考慮対象事項とすべきと考える。

理 由

海岸保全区域については、再生可能エネルギー施設等で活用する際の許可申請の制度が既に設定されているため、促
進区域から除外するのではなく、転用許可等の手続の中で規制等が行われるべきと考える。

意見に対する道の考え方

促進区域に含まれることが適切でないと認められる区域は、北海道環境審議会における答申を踏まえ、北海道の自然
的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から策定したものです。なお、海岸保全区域について
は、市町村が条例その他規定等に、再生可能エネルギー導入推進の観点から、再生可能エネルギー施設の設置に係る
許認可、届出、報告聴取などの手続に関する規定が定められている区域又は、法第22条第1項に規定されている地方
公共団体実行計画協議会において、再生可能エネルギーの導入についての合意形成が行われた区域を除く旨を追記し
ます。

道の「環境配慮基準（素案）」に対するせたな町意見と、道の考え方（意見への回答）は以下の通りです。

５．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （素案に対する町の意見と道の考え方について）

意見を受けて案を修正して頂けた



(７)全体への意見について

提出意見

従前の条例や規制において、区域の使用が許可制や手続で利用可能となる部分については基本的には除外区域とは
せず、考慮対象事項にとどめるべきと考える。

理 由

上記の記載と重複する部分もあるが、今回の除外区域でできなくなるのは、あくまで促進事業であり、再エネ事業そのも
のが実施できなくなるものではないということは重々承知しているが、特に道内の約７割程度になる保安林等が除外区域と
設定されることは、地域目線では、事業者と協議会で地域課題解決のための取組を行うことができる仕組みが活用できな
くなるだけでなく、地域外に再エネエネルギーと利益が流出する、従来の再エネ事業が引き続き実施されるだけではないかと
考える。
また、北海道により除外区域として公表するということは、そこで再エネ事業が実施できるとしても、その区域周辺の地域
住民が元々再エネ反対派ではない方々であっても反対の意見を持つきっかけとなり、通常の再エネ事業の妨げにつながるこ
とで、国の方針や道のゼロカーボン北海道の実現に逆行するのではと考える。

意見に対する道の考え方

促進区域に含まれることが適切でないと認められる区域は、北海道環境審議会における答申を踏まえ、北海道の自然
的社会的条件に応じた環境の保全への適正な配慮を確保する観点から策定したものです。なお、保安林などについては、
市町村が条例その他規定等に、再生可能エネルギー導入推進の観点から、再生可能エネルギー施設の設置に係る許認
可、届出、報告聴取などの手続に関する規定が定められている区域又は、法第22条第1項に規定されている地方公共
団体実行計画協議会において、再生可能エネルギーの導入についての合意形成が行われた区域を除く旨を追記します。
また、地域住民に誤解をあたえないよう、市町村が地域脱炭素化促進事業に関する促進区域を設定する際に適用する
ものであり、地域脱炭素化促進事業として行わない再生可能エネルギーに関する事業には適用されず、その事業を行う区
域を規制するものではない旨を明記します。

道の「環境配慮基準（素案）」に対するせたな町意見と、道の考え方（意見への回答）は以下の通りです。

５．地域脱炭素化促進事業の促進区域の設定に関する環境配慮基準
について （素案に対する町の意見と道の考え方について）
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意見を受けて案を修正して頂けた
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